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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用していない他の接眼レンズ、マイクロメー
タ等の諸機器を顕微鏡本体と共に保管でき、また、不使
用時ではコンパクトに効率的に整列させて保管収納でき
る。
【解決手段】基台１１に立設した支柱２に、顕微鏡観察
する光学系（４，５，６）を設けた顕微鏡において、基
台１１には、基台１１の左右側方に引き出し自在な脚片
２０、基台１１の前方に引き出し自在な収納ボックス３
０を設ける。脚片２０は、基台１１底部の左右部に区画
形成してある脚片収納部１２に水平面で揺動自在に軸支
し、脚片２０の軸支位置は基台１１の前部側に設定して
構成する。収納ボックス３０は、基台１１の前部に形成
した案内部によって基台１１の前後方向に沿ってスライ
ドし、案内部は、基台１１の左右側部で基台１１の底壁
、上壁相互間で配した側部ガイドと、基台１１の中央側
に位置させて基台１１の上壁から垂配した左右の補助ガ
イドとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　載置面に載置セットされる基台に立設させた支柱に、顕微鏡観察する光学系を設けてあ
る顕微鏡において、基台には、基台の左右側方に引き出し自在な脚片、あるいは基台の前
方に引き出し自在な収納ボックスの少なくともいずれか一方を備えていることを特徴とす
る顕微鏡。
【請求項２】
　脚片は、基台底部の左右部に区画形成してある脚片収納部に水平面で揺動自在に軸支し
てある請求項１に記載の顕微鏡。
【請求項３】
　脚片の軸支位置は基台の前部側に設定してある請求項２に記載の顕微鏡。
【請求項４】
　脚片は、引き出し時、格納時それぞれの所定位置に位置決め固定させる固定手段を備え
ていて、この固定手段は、脚片を引き出した位置、格納した位置それぞれで脚片収納部の
所定位置で嵌るようにした位置決め部を先端に設けた弾発性ある規制固定片と、脚片を引
き出した所定の位置で基台の左右縁部内側面に当接する突部状の引出停止部とを備えてい
る請求項１乃至３のいずれかに記載の顕微鏡。
【請求項５】
　収納ボックスは、基台の前部に形成されている案内部によって基台の前後方向に沿って
スライドされ、この案内部は、基台の左右側部で基台の底壁、上壁それぞれに連結して相
互間に立脚状に配した側部ガイドと、この側部ガイドの基台の中央側に位置させて基台の
上壁から垂下状に配した左右の補助ガイドとを備えている請求項１乃至４のいずれかに記
載の顕微鏡。
【請求項６】
　収納ボックスの底側壁には、側部ガイドに嵌め合わせられるようスライド方向に沿って
長孔状に開穿された規制案内開口と、補助ガイドの両側に位置する左右側部を備えて補助
ガイドに嵌め合わせられる案内溝とを設けてある請求項５に記載の顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は顕微鏡、特に学校教材用として好適な顕微鏡に係り、例えば理科実験・観察そ
の他に際し教室等で使用された後、これを教材棚、保管庫その他で格納するとき、コンパ
クトに縮小した状態とすることで狭い保管場所であっても多数で保管格納でき、また、顕
微鏡と共に使用される接眼レンズ等をその顕微鏡それぞれと個別に纒めて保管できるよう
にした顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、学校その他で使用される教材用の顕微鏡は、授業・実験・観察等の進行に伴
い生徒達がほぼ同時に、また常時観察等をするためにその生徒数に対応した所定数量で一
度で使用されることが多く、また、使用しないときには多量のそれらを教材棚、保管庫そ
の他に格納している。また、顕微鏡自体は精密機器であるから、その取扱い、保管その他
も慎重に取り扱うことが要請される。
【０００３】
　そのため、顕微鏡自体には観察時の支持安定性、対物レンズ・接眼レンズその他のレン
ズを交換・着脱するための作業容易性、また着脱される部材がある場合の顕微鏡本体との
一体性、非使用時における全体のコンパクトな格納性等が要求される。
【０００４】
　こうした観点から従来では、学校教育現場における観察者である子供・生徒達の負担軽
減を図るため例えば特許文献１に示される顕微鏡、また被写体を目視しながらの作業疲労
の低減を図るため特許文献２に示される光学機器用外装体等が提案されている。特許文献
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１の顕微鏡は、ベースに立設した支柱に設けた光学系における対物レンズと対向する位置
に可動ステージを設け、この可動ステージを対物レンズの光軸と略直交する方向のあらゆ
る方向に移動自在、回転自在にすることで構成して成る。また、特許文献２の外装体は、
対物レンズの視野内に被写体を載置する載置台上で、被写体を載置する載置領域の近傍に
木材を圧縮成形した圧縮木材を配設して成る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３３８４１８号公報
【特許文献２】特開２００７－１７１３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ただこのような従来の顕微鏡、外装体において、特許文献１の顕微鏡では、使用する子
供・生徒達による操作性を向上させるにすぎず、例えば顕微鏡観察後でこれを格納すると
きには、そのベースは操作時の安定性を図るためにも左右に拡がっている状態のままであ
るから、多量の顕微鏡を格納するには広いスペースを必要とする。特許文献２の外装体で
は、木材の素材によるリラクゼーション効果によって観察時の目の疲労を軽減し、人間工
学的にも好ましい効果が得られるとしても、これを多量に保管格納するには同様な不都合
がある。
【０００７】
　また、従来の顕微鏡では、例えば接眼レンズを交換可能にしていても、使用していない
他方の交換レンズを一時的にでも収納しておく場所がなく、これを紛失してしまう虞があ
る。そればかりでなく、電源ケーブル、出力用の例えばＵＳＢケーブル等の接続コード類
を取り外し、収納するとしても個々の顕微鏡それぞれに関連付けて個別に対応した収納形
態とすることができず、これらを一括して纏めた状態で保管した後では、次回の使用時に
これを組合せ使用するのに少なからずの混乱を生じているのが現状である。
【０００８】
　そこで本発明は叙上のような従来存した諸事情に鑑み創出されたもので、その目的は例
えば教材用として同時的に多数で使用され、それが纏めて保管収納されるとき、基台自体
を狭幅となるようにコンパクトにすることで効率的に整列させて保管収納でき、また、使
用していない他の接眼レンズ、マイクロメータ等の観察・計測機器類、更には接続コード
類等をそれぞれの顕微鏡自体に関連付けて収納でき、次回の使用時でも混乱を生じること
なく、円滑に使用できるようにした顕微鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するため、本発明にあっては、載置面に載置セットされる基台１１
に立設させた支柱２に、顕微鏡観察する光学系（３，４，５，６）を設けてある顕微鏡に
おいて、基台１１には、基台１１の左右側方に引き出し自在な脚片２０、あるいは基台１
１の前方に引き出し自在な収納ボックス３０の少なくともいずれか一方を備えていること
を特徴とする。
　脚片２０は、基台１１底部の左右部に区画形成してある脚片収納部１２に水平面で揺動
自在に軸支することで、また、脚片２０の軸支位置は基台１１の前部側に設定することで
構成することができる。
　脚片２０は、引き出し時、格納時それぞれの所定位置に位置決め固定させる固定手段２
５を備えていて、この固定手段２５は、脚片２０を引き出した位置、格納した位置それぞ
れで脚片収納部１２の所定位置で嵌るようにした位置決め部２７を先端に設けた弾発性あ
る規制固定片２６と、脚片２０を引き出した所定の位置で基台１１の左右縁部内側面に当
接する突部状の引出停止部２８とを備えて構成することができる。
　収納ボックス３０は、基台１１の前部に形成されている案内部１７によって基台１１の
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前後方向に沿ってスライドされ、この案内部１７は、基台１１の左右側部で基台１１の底
壁、上壁それぞれに連結して相互間に立脚状に配した側部ガイド１８と、この側部ガイド
１８の基台１１の中央側に位置させて基台１１の上壁から垂下状に配した左右の補助ガイ
ド１９とを備えて構成することができる。
　収納ボックス３０の底側壁には、側部ガイド１８に嵌め合わせられるようスライド方向
に沿って長孔状に開穿された規制案内開口３５と、補助ガイド１９の両側に位置する左右
側部を備えて補助ガイド１９に嵌め合わせられる案内溝３７とを設けて構成することがで
きる。
【００１０】
　以上のように構成された本発明に係る顕微鏡にあって、基台１１の左右側方に引き出さ
れた脚片２０は、顕微鏡本体１を所定の載置面に載置したときの載置安定性を確保させ、
顕微鏡観察時の観察対象物に対する揺れその他を防止し、精密な観察を可能にさせる。ま
た、脚片２０を脚片収納部１２内に格納したときには、基台１１のみの幅員となって例え
ば左右方向に沿って多数で整列させて保管収納するとき、その占有面積を最小にしてコン
パクトに纏めさせる。
　脚片２０は、基台１１の前部側にその軸支位置を設定して揺動自在にしてあることで、
基台１１の後部である支柱２側が拡開して載置時の安定性を一層向上させ、また、拡開時
、収納時それぞれの位置を固定手段２５によって固定維持させる。
　基台１１の前部に設けた収納ボックス３０は、顕微鏡本体１に関連して使用される諸機
器Ｍ例えば組合せ交換使用される他の接眼レンズ、計測用のマイクロメーター等を収納保
持させ、使用時・保管時の便宜性を向上させる。
　基台１１の前部に設けた案内部１７は、基台１１の前部で収納ボックス３０をスムーズ
に引き出し、押し込ませて収納ボックス３０の開閉操作を容易にさせ、案内部１７の側部
ガイド１８に嵌め合わせた収納ボックス３０の規制案内開口３５は、収納ボックス３０の
スライド案内と同時にスライド範囲を規制し、収納ボックス３０の過度の引き出し、押し
込みを阻止させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は以上説明したように構成されているため、例えば教材用として同時的に多数で
使用され、それが纏めて保管収納されるとき、基台１１内に脚片２０を収納して狭幅とな
して占有面積をコンパクトにすることで例えば理科実験室等における教材棚、保管庫その
他の狭い場所であっても効率的に整列させて保管収納でき、また、顕微鏡観察の使用時で
は脚片２０を引き出し拡開することで安定した状態で載置面にセットできる。一方、基台
１１の前部に設けた収納ボックス３０によって、その顕微鏡それぞれ自体で関連使用され
る他の接眼レンズ、マイクロメータ等の諸機器Ｍを収納保管でき、使用勝手を大きく向上
できる。
【００１２】
　すなわちこれは本発明において、顕微鏡観察の光学系を設けてある基台１１には、基台
１１の左右側方に引き出し自在な脚片２０、あるいは基台１１の前方に引き出し自在な収
納ボックス３０の少なくともいずれか一方を備えているからであり、不使用・保管時のコ
ンパクトな整列格納、顕微鏡本体１と共に関連使用される諸機器Ｍの各別収納等を可能に
する。
【００１３】
　また、脚片２０は、基台１１底部の左右部に区画形成してある脚片収納部１２に水平面
で揺動自在に軸支してあるから、基台１１を拡張すべく引き出すことで、狭幅に構成され
た基台１１であってもその支持載置面積を拡大でき、顕微鏡観察を安定して、しかも安全
に行うことができる。この引き出し、収納される脚片２０の軸支位置を基台１１の前部側
に設定してあることで、脚片２０を引き出したときには基台１１の後部側が拡張し、通常
は光学系を支持している支柱２がある基台１１の後部の載置安定性を一層向上できる。
【００１４】
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　引き出し時、格納時のいずれであっても、脚片２０は引き出し位置、格納位置それぞれ
で固定手段２５によって位置決めされており、引き出し位置、格納位置それぞれでは弾発
性ある規制固定片２６によって固定維持されるから、格納位置からの引き出しあるいは格
納位置への押し込み操作を無理なく行える。脚片２０の引き出し位置では、引出停止部２
８が基台１１の左右縁部内側面に当接するから、脚片２０の過度の引き出しを規制し、安
定した位置で脚片２０の引き出しを停止させる。
【００１５】
　一方、収納ボックス３０には、顕微鏡本体１による顕微鏡観察に関連して使用される、
例えばその顕微鏡本体１において交換使用される接眼レンズ、計測用のマイクロメーター
等の諸機器Ｍを収納保管できる。そのため、例えば理科実験等の教材用として使用される
とき、多数の生徒等が同時に多数で使用しても、それらの間で諸機器Ｍが紛れたり、混乱
を生じたり、紛失したりすることもなく、整理された状態で個別に紛れることなく使用で
きる利便性がある。
【００１６】
　また、基台１１の前部に引き出し自在に設けた収納ボックス３０は、基台１１に形成し
てある案内部１７によってスムーズに引き出され、また逆に押し込まれる。すなわち、案
内部１７は、基台１１の左右側部に立脚状に配した側部ガイド１８、基台１１の中央側に
垂設した補助ガイド１９を備えており、収納ボックス３０には側部ガイド１８に嵌め合わ
せられる規制案内開口３５、補助ガイド１９に嵌め合わせられる案内溝３７を備えている
から、収納ボックス３０の引き出し範囲は規制案内開口３５によって規制され、過度な引
き出しが阻止されており、また、案内溝３７と補助ガイド１９との嵌め合いとも相俟ち、
収納ボックス３０は基台１１の前部でがたつくことなく、スムーズなスライド操作で引き
出し開放、押し込み閉鎖を行なうことができる。
【００１７】
　尚、上記の課題を解決するための手段、発明の効果の項それぞれにおいて付記した符号
は、図面中に記載した構成各部を示す部分との参照を容易にするために付した。本発明は
、これらの記載、図面中の符号等によって示された構造・形状等に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明を実施するための一形態を示す斜視図である。
【図２】同じく基台に設けた脚片収納部の一部切欠の要部分解斜視図である。
【図３】同じく脚片収納部位置における基台の断面図である。
【図４】同じく基台の底面図である。
【図５】同じく基台前部における収納ボックスの引き出し時の要部斜視図である。
【図６】同じく収納ボックス位置における基台の要部断面図である。
【図７】同じく多数台で並べて収納整列したときの背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための一形態を説明すると、図において示され
る符号１は顕微鏡本体であり、この顕微鏡本体１は、机上面その他の所定の載置面にセッ
ト載置させる基台１１、この基台１１の後部上に立設された支柱２、支柱２の下部で基台
１１面と所定の間隔を隔てて支柱２前方に向けて配置されていて、観察物を載置セットさ
せるステージ３、支柱２の上部でステージ３面上方でステージ３に対向するよう設けられ
た鏡胴４、この鏡胴４下部で回転自在に設けられて、倍率が異なる複数の対物レンズを配
して選択回転させる対物レンズ部５、鏡胴４上部に配した接眼レンズ部６等を備えて、顕
微鏡観察する光学系が構成されて成る（図１参照）。
【００２０】
　基台１１は、平面から見て図示のように前後方向に沿って長いほぼ矩形状を呈し、基台
１１の左右縁に、左右方向に引き出されることで基台１１による載置面積を増大させるウ
イング状の左右の脚片２０が水平面方向で引き出し、あるいは収納されるように出没自在
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にして設けられている。
【００２１】
　脚片２０は左右で対称的に設けられ、図示のように、基台１１底部の左右部に区画形成
した脚片収納部１２に、この脚片収納部１２においての基台の前部側に設けた軸支部１３
を支点として基台１１の後部における左右部が拡開されるように揺動自在に軸支されるこ
とで、脚片収納部１２から引き出され、逆に格納されるようにしてある。
【００２２】
　脚片収納部１２は、基台１１底部における後部側の左右縁に、基台１１の前後方向に沿
って平面から見て細長矩形状を呈するように底面側から窪ませることで区画形成されてい
る。また図４に示すように、この脚片収納部１２には、前部側に設けられる軸支部１３の
基台１１側の前方に、脚片２０を揺動させるときの安定性、拡開時の過剰拡開の阻止性等
を考慮して、脚片２０の後部に形成してある後述のストッパー部２３が当接されるように
した窪み状の規制部１４と、軸支部１３によって水平面で揺動自在となって支承される脚
片２０における後述の支承部２１の平面円形状の軸支部分の一部を基台１１の中心側に突
出配置させるよう切り欠いた切欠部１５とを形成してある。
【００２３】
　脚片２０は、軸支部１３に揺動自在に嵌め合わせるよう脚片２０自体の基部に支承部２
１を形成し、先端には脚足部２２を脚片２０自体の底面から所定の高さを設定させて突出
状にして設けてあり、この脚足部２２の底部である載置面位置は、基台１１の前部左右に
配置した基台脚足部１６の底部と同一高さ位置となるようにしてある。こうすることで、
脚片２０自体の引き出し時、逆の格納時のいずれでも基台１１自体を、ひいては顕微鏡自
体を同一平面上の水平高さに保持できるようにしている。また、この脚片２０の支承部２
１後方には、前記規制部１４内で揺動するストッパー部２３が延設されていて、脚片２０
自体の揺動操作の円滑性を図り、また過度な引き出しを停止させるようにしてある。
【００２４】
　脚片２０を脚片収納部１内で揺動自在とする軸支部１３の軸支構造は、図２乃至図４に
示すように、脚片２０自体の基部に設けた支承部２１における円形孔に、底部にフランジ
を有するハット形の軸体１３Ａを脚片２０の裏面側から嵌め入れ、この軸体１３Ａを脚片
収納部１２における軸支位置に例えば軸体１３Ａの空洞部分内でねじ止め１３Ｂ固定する
ことで構成してある。こうすることで、固定された軸体１３Ａを軸部として脚片２０が揺
動自在となって、基台１１の底部左右で出没される。尚、脚片２０の先端縁面には脚片２
０の引き出し方向を示した矢印状の引出方向表示を、また、脚片２０の先端上面には脚片
２０の格納方向を示した矢印状の格納方向表示をそれぞれ形成してある（図２参照）。
【００２５】
　また、この脚片２０には、引き出し時、格納時それぞれの所定位置に位置決め固定させ
る固定手段２５を備えている。この固定手段２５は、図２乃至図４に示すように、脚片２
０自体の長さ方向に沿って配置される弾発性ある例えばバネ鋼板製で、基部が脚片２０裏
面に形成してある位置決め突起２４に嵌め合わせられている規制固定片２６を、脚片２０
における例えばその奥部側の辺部のほぼ半ば位置で脚片２０の裏面にねじ止めすると共に
、脚片２０の引き出し位置、格納位置それぞれで嵌るようにした突部状の位置決め部２７
を規制固定片２６の先端に設け、脚片２０を引き出した所定の位置で基台１１の左右縁部
内側面に当接する突部状の引出停止部２８を脚片２０の上面に形成して成る。
【００２６】
　規制固定片２６先端の位置決め部２７は、基台１１における脚片収納部１２面における
引き出し位置である開口側に形成してある引き出し位置固定凹部２７Ａ、格納位置である
奥部側に形成してある格納位置固定凹部２７Ｂに嵌り込む突部状に形成されていて、規制
固定片２６自体の弾発性によって、脚片２０の引き出し時、格納時では嵌め合いが強制的
に解除され、引き出し位置、格納位置では嵌め合わせられるようになっている。
【００２７】
　図示にあっての引出停止部２８は、規制固定片２６を脚片２０の奥部側の辺部で固定す
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るとき、固定するための例えばネジ部材を脚片２０の裏面側から脚片２０の上面に配した
ナット材にねじ止め（２９）するに際し、そのナット材を囲繞固定する囲繞部として構成
されたものとして兼用されている。これによって、脚片収納部１２に格納されている脚片
２０を引き出したとき、引出停止部２８が基台１１の左右縁部内側面に当接し、当接後で
は脚片２０のそれ以上の引き出しを停止させ、脚片２０の引き出し状態を維持する。
【００２８】
　尚、脚片２０は基台１１の前部側を軸支点として揺動開閉式にすることで基台１１から
引き出し、格納できるものとして説明したが、図示を省略したが、脚片２０全体が基台１
１の側方にほぼ平行して引き出されるように構成することもできる。
【００２９】
　一方、基台１１の前部には、顕微鏡本体１に関連して使用されるも、使用していないと
きの例えば接眼レンズ、マイクロメーター等の諸機器Ｍを格納する収納ボックス３０を前
方に引き出しスライド可能にして設けてある。この収納ボックス３０は、図５、図６に示
すように基台１１前部における前壁を前側壁とし、この前壁に連続する前部側左右壁の一
部を左右側壁とし、これらの前側壁、左右側壁に連続する底側壁とによって上方開口の平
面から見てほぼコ字状を呈するボックス状に形成されている。そして、基台１１前部にお
いて前後方向に沿って形成されている案内部１７によって、基台１１の前方側で所定の引
き出し長さ範囲内で前後方向にスライドするようになっている。
【００３０】
　また、この収納ボックス３０においては、基台１１の前部を基台１１の後方側に比し前
端に至るに伴い次第に高く（厚く）することで、収納容積が大きくなるように配慮してあ
るも、これに限定されない。この収納ボックス３０の底側壁の一部、例えば前部側中央部
位置で、基台１１の左右方向に沿って長くなって平面矩形状に窪ませた収納凹部３１を形
成し、収納する例えば接眼レンズ（Ｍ）がその一部でも収納凹部３１にしっくりと嵌るこ
とで、収納ボックス３０内部で移動、がたつかずに安定した状態で保持されるようにして
ある。尚、この収納凹部３１内に嵌る接眼レンズ（Ｍ）の一部は、収納ボックス３０の底
側壁が基台１１によって載置させる載置面との間に基台脚足部１６、脚足部２２によって
若干の間隙が生じていることで、収納凹部３１の底部外側面が載置面には当接しないよう
になっている。
【００３１】
　収納ボックス３０の前側壁自体は、内部区画部分と前面傾斜部分との前後の二重構造と
なっていて、前面傾斜部分は下方に至るに伴い次第に前方側に出張るようになっている傾
斜部分の下縁が取っ手部３２として形成されている。
【００３２】
　この収納ボックス３０を基台１１の前方にスライドさせて引き出し、逆に格納するとき
には、基台１１の前部に形成されている案内部１７によってスムーズにスライドされるよ
うにしている。図示の案内部１７は、基台１１の底壁と、同じく基台１１の上壁との間で
立脚状に形成されており、基台１１の左右側部で基台１１の底壁、上壁それぞれに連結し
て相互間に配した側部ガイド１８と、この側部ガイド１８の基台１１の中央側に位置させ
て基台１１の上壁から垂下状に配した左右の補助ガイド１９とを備えている。
【００３３】
　案内部１７の側部ガイド１８は、基台１１の中央側部分で基台１１の底壁、上壁相互間
に、例えば基台１１の上壁から垂設されていて、基台１１の底壁下方からの例えば基台脚
足部１６を固定する固定ネジのねじ込みによって連結固定されており（図６参照）、基台
１１の左右外側部分の下部にガイド溝１８Ａを形成してある。補助ガイド１９は、基台１
１の前後方向に沿って配された適宜肉厚の板片状を呈し、基台１１の上壁から垂下されて
いることで、その下端縁は収納ボックス３０の底側壁の肉厚に比し小さくはない間隙を基
台１１の底壁との間で形成している。
【００３４】
　そして、収納ボックス３０においては、基台１１に設けた案内部１７といわば噛み合う
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ようにした底側壁構造とすることで収納ボックス３０が案内部１７に案内されてスムーズ
にスライドする。そのため、収納ボックス３０の底側壁には、図示のように側部ガイド１
８の連結部分に嵌め合わせられるようスライド方向に沿って長孔状に開穿された規制案内
開口３５と、側部ガイド１８のガイド溝１８Ａに嵌め合わせられる案内突条３６と、補助
ガイド１９の両側に位置する左右側部を備えて緩やかに補助ガイド１９に嵌め合わせられ
る案内溝３７とが設けられている。尚、前記収納凹部３１は、左右の案内溝３７における
収納ボックス３０の中央側の側部相互間で形成される底壁面部に設けられている。図中符
号３８は、収納ボックス３０が基台１１内に格納されたとき、収納ボックス３０を位置決
め固定するストッパーであり、基台１１の底壁に穿設されている係止孔にやや強制的に嵌
り込むようになっている。
【００３５】
　このような収納ボックス３０によると、収納ボックス３０を基台１１前方に例えば取っ
手部３２によって引き出すとき、基台１１の案内部１７によって収納ボックス３０はがた
つくことなくスライドされ、規制案内開口３５の後縁が側部ガイド１８に当接することで
収納ボックス３０の引き出しが停止される。この収納ボックス３０に収納してある例えば
接眼レンズあるいはマイクロメーター等の諸機器Ｍを取り出し、また交換等して顕微鏡観
察、計測等に使用する。また、収納ボックス３０を押し込むことで基台１１に格納でき、
ストッパー３８がやや強制的にでも係止孔に嵌り込むことで、格納状態が維持される。
【００３６】
　尚、顕微鏡本体１自体は、繊細なピント調整が可能な一軸粗微動装置４１を搭載してあ
り、光源は急速充電可能な高輝度白色ＬＥＤ、本体一体型の反射鏡ユニット４２の両方が
使用可能としてある。また、顕微鏡管理や照明ユニット取り付けに役立つナンバリングス
ペース４３、他機器への電源供給に役立つサービスコンセント４４等を有している。更に
は、支柱２の背部には、図示を省略したが、開閉自在な開閉蓋４５によって施蓋されるケ
ーブル収納部４６を形成してあって、電源ケーブル、ＵＳＢケーブル等を纏めて収納でき
るようにしてある。
【００３７】
　次にこれの使用の一例を説明すると、例えば顕微鏡自体を収納保管している保管場所か
ら取り出し、机上その他の所定の載置面に載置するに際し、脚片２０を脚片収納部１２か
らウイング状に引き出し、脚片２０を拡げた安定した状態でセットし、接続した電源ケー
ブルにて電源を投入し、観察する。顕微鏡観察時に接眼レンズ（Ｍ）を交換等する場合に
は収納ボックス３０を引き出し、収納してあった接眼レンズ（Ｍ）を取り出し、交換、接
続する。使用後に格納するときには、電源ケーブル等を収納し、諸機器Ｍを収納ボックス
３０に収納して基台１１内に押し込み格納する一方、脚片２０を脚片収納部１２内に収納
することで基台１１の幅員を実質的に狭め、多数台であっても左右方向に沿って並べるこ
とで格納場所においてはコンパクトな整列した状態で保管する（図７参照）。
【符号の説明】
【００３８】
Ｍ…諸機器
１…顕微鏡本体　　　　　　　　　　　　　２…支柱
３…ステージ　　　　　　　　　　　　　　４…鏡胴
５…対物レンズ部　　　　　　　　　　　　６…接眼レンズ部
１１…基台　　　　　　　　　　　　　　　１２…脚片収納部
１３…軸支部　　　　　　　　　　　　　　１３Ａ…軸体
１３Ｂ…ねじ止め　　　　　　　　　　　　１４…規制部
１５…切欠部　　　　　　　　　　　　　　１６…基台脚足部
１７…案内部　　　　　　　　　　　　　　１８…側部ガイド
１８Ａ…ガイド溝　　　　　　　　　　　　１９…補助ガイド
２０…脚片　　　　　　　　　　　　　　　２１…支承部
２２…脚足部　　　　　　　　　　　　　　２３…ストッパー部
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２４…位置決め突起　　　　　　　　　　　２５…固定手段
２６…規制固定片　　　　　　　　　　　　２７…位置決め部
２７Ａ…引き出し位置固定凹部　　　　　　２７Ｂ…格納位置固定凹部
２８…引出停止部　　　　　　　　　　　　２９…ねじ止め
３０…収納ボックス　　　　　　　　　　　３１…収納凹部
３２…取っ手部　　　　　　　　　　　　　３５…規制案内開口
３６…案内突条　　　　　　　　　　　　　３７…案内溝
３８…ストッパー
４１…一軸粗微動装置　　　　　　　　　　４２…反射鏡ユニット
４３…ナンバリングスペース　　　　　　　４４…サービスコンセント
４５…開閉蓋　　　　　　　　　　　　　　４６…ケーブル収納部

【図１】 【図２】
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